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定期借地権設定契約書（案） 

 

 

賃貸人（借地権設定者）吹田市（以下「甲」という。）と賃借人（借地権者）【●●●】

（以下「乙」という。）と乙の保証人【●●●】（以下「丙」という。）は、甲が所有する

土地の賃貸借に係る借地借家法（平成３年法律第９０号）（以下「法」という。）第２３条

第１項に定める事業用定期借地権（以下「本件借地権」という。）を設定する契約を締結

する。 

 

（賃貸借土地） 

第１条 甲は、甲の所有する次の土地（以下「本件土地」という。）に本件借地権を設定

して乙に貸し付け、乙はこれを借り受けるものとする。 

所在 地番 地目 地積 

摂津市千里丘新町 ２００番３３ 宅地 ３，３０８．９４㎡ 

摂津市千里丘新町 ２００番３７ 宅地 ６０．１７㎡ 

摂津市千里丘新町 ２００番３８ 宅地 ８９４．０１㎡ 

摂津市千里丘新町 ２００番４３ 宅地 ８．４４㎡ 

摂津市千里丘新町 ２００番４４ 宅地 ７．３０㎡ 

摂津市千里丘新町 ２００番４５ 宅地 ９６．４２㎡ 

摂津市千里丘新町 ２００番４８ 宅地 １６．３３㎡ 

摂津市千里丘新町 ２００番４９ 宅地 ３８．２１㎡ 

２ 本件借地権は、建物所有を目的とする土地の賃借権とする。 

３ 本件借地権については、契約の更新（更新の請求又は土地の使用の継続によるものを

含む。）又は建物の築造による第２条に規定する存続期間の延長はなく、乙は甲に対す

る建物買取請求権を有しないものとする。ただし、甲が特に必要があると認めるときは、

甲乙間で協議を行い、当初の存続期間の開始日から起算して５０年未満の範囲内で当該

存続期間を延長することができるものとする。 

４ 本件借地権については、法第４条から第８条まで、第１３条及び第１８条並びに民法

（明治２９年法律第８９号）第６１９条第１項の規定は適用されないものとする。 

 

（存続期間） 

第２条 本件借地権の存続期間は、平成●●年●●月●●日から平成●●年●●月●●日

までの●●年間とする。 

 

別紙２ 
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（用途指定） 

第３条 乙は、本件借地権の存続期間中、吹田市健都イノベーションパーク利用事業（ア

ライアンス棟整備・運営事業）基本協定書（以下「基本協定書」という。）に定める事

業の用に供する建物（以下「本件建物」という。）の所有を目的として、本件土地を使

用しなければならない。 

２ 本契約の期間中、本件建物の主たる用途については他の用途には変更しないものとす

る。ただし、その収支状況等から主たる用途の運営の継続が困難となった場合は、６か

月前までに甲に報告し、甲の書面による承諾を得た上で用途変更することができるもの

とする。 

３ 乙は、建築基準法その他の法令等を遵守して本件建物を築造し、本件借地権の存続期

間中、本件建物を良好な状態に維持しなければならない。 

４ 乙は本件建物を下記の用途に使用又は下記の用途に使用する者に賃貸することはで

きないものとする。 

（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員が、その活動のた

めに利用する用途等 

（２） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗産業、同条第５項に規定する性風俗特殊営業又はそれに

類する用途、犯罪に関わる又は助長する用途、公序良俗に反する用途及びその他街区

の品位や価値を損なう用途 

（３） 騒音・振動・塵埃・視覚的不快感・悪臭・電磁波・危険物等を発生又は使用する

等周囲に迷惑を及ぼすような用途 

（４） 居住の用途（分譲、賃貸） 

５ 深夜時間帯に営業を行う用途に供する場合は、乙は事前に甲と協議するものとする。 

 

（貸付料） 

第４条 貸付料の年額は、金２１，０５０,５０４円とする。 

 なお、本件土地の貸付料の内訳は、次のとおりとする。 

所在 地番 地積 貸付料 

摂津市千里丘新町 ２００番３３ ３，３０８．９４㎡ １５,７２４,０８３円 

摂津市千里丘新町 ２００番３７ ６０．１７㎡ ２８５,９２８円 

摂津市千里丘新町 ２００番３８ ８９４．０１㎡ ４,２４８,３３５円 

摂津市千里丘新町 ２００番４３ ８．４４㎡ ４０,１０７円 

摂津市千里丘新町 ２００番４４ ７．３０㎡ ３４,６８９円 

摂津市千里丘新町 ２００番４５ ９６．４２㎡ ４５８,１８８円 
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摂津市千里丘新町 ２００番４８ １６．３３㎡ ７７,６００円 

摂津市千里丘新町 ２００番４９ ３８．２１㎡ １８１,５７４円 

２ 貸付料の発生日は、平成●●年●●月●●日とする。 

３ 貸付期間に１年未満の端数があるときの貸付料の額は、１月の貸付料の額を第１項の

規定による額の１２分の１として算定する。また、１月未満の端数があるときの貸付料

の額は、１日の貸付料の額を第１項の規定による額の３６０分の１として算定する。計

算した額に１円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てるものとし、算出過

程における端数処理は行わない。 

 

（貸付料の改定） 

第５条 貸付料は、固定資産税の評価替年度ごとに次の方法により改定するものとする。 

改定年額貸付料＝貸付料基礎額（（初回改定時にあっては５８４,７３６,２４０円。２

回目以降は前回改定した貸付料基礎額。） 

×当該年度固定資産税評価額相当額／前回評価替時固定資産税評価額相当額（初回改

定時にあっては５７５,２５６,４２２円））×１０００分の３６ 

２ 前項の規定にかかわらず、物価の変動その他の事情により貸付料が近傍類似の水準に

比し著しく不適当と甲が認めたときは、将来に向かって貸付料の増減をすることができ

る。 

３ 甲は、前２項の規定による改定の決定を行ったときは、乙に対し、貸付料決定通知書

の送付、又は乙と貸付料の改定に係る契約書等の変更契約の締結を行うものとする。 

 

（貸付料の支払い） 

第６条 貸付料は、年払いとする。 

２ 乙は、甲に対して、甲の発行する納入通知書により、甲の指定する日（以下「支払期

限」という。）までに貸付料を甲が指定する銀行口座へ支払う。 

３ 貸付料の支払いに要する費用は、乙の負担とする。 

 

（貸付料の軽減） 

第７条 平成●●年●●月●●日から３０年間の貸付料については、第４条第１項に規定

する年額貸付料（第５条の規定により貸付料を改定した場合にあっては、改定された年

額貸付料）の２分の１の額を軽減する。 

２ 貸付料を軽減する期間に１年未満の端数があるときの貸付料の軽減額は、１月の貸付

料の軽減額を前項の規定により軽減する額の１２分の１として算定する。また、１月未

満の端数があるときの貸付料の軽減額は、１日の貸付料の軽減額を前項の規定により軽

減する額の３６０分の１として算定する。計算した額に１円未満の端数があるときは、

当該端数金額を切り捨てるものとし、算出過程における端数処理は行わない。 

３ 前２項の規定により軽減した貸付料は、国立健康・栄養研究所が本件建物での長期



4 

的・安定的な運営に資するよう、本市において借付料を減額することとしたものである

ことを踏まえ、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が建物賃借人として乙に

支払うべき金額の軽減のために、前２項の軽減額の全てを充てるものとする。 

４ 甲は、乙が財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例（昭和３９年吹田市条例第７号）

第４条第２項各号のいずれかに該当したときは、本条第１項で軽減した後の貸付料の額を適

正な額を超えない範囲内で増加させることができるものとする。この場合において、乙は貸

付料の額の変更を拒むことができない。 

（延滞料） 

第８条 乙は、乙が支払期限までに貸付料を支払わないことに対し、甲が督促等を行い延

滞料を徴する必要があると認めたときは、支払期限の翌日から実際に納入した日までの

日数に応じ、貸付料の額に年５パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞

料（計算した延滞料の額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）を支払

う。 

２ 甲は、前項の規定にかかわらず、経済情勢又は土地価格の変動、吹田市公有財産規則

（平成２８年吹田市規則第１号）の改正その他の事情の変更により、特に必要があると

認める場合は、延滞料の計算の基礎を改めることができる。 

 

（契約保証金） 

第９条 乙は、この契約締結後、乙の債務を担保するために、契約保証金（以下「保証金」

という。）として第４条第１項に規定する年額貸付料の２年分に相当する額を甲に預託

しなければならない。 

２ 前項の保証金は、民法第４２０条の規定による損害賠償額の予定又はその一部と解釈

しないものとする。 

３ 乙は、本件土地を原状に復して甲に返還するまでの間、保証金返還請求権をもって甲

に対する貸付料その他の債務と相殺することができない。 

４ 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、

第１７条第３項に規定する場合については、この限りではない。 

５ 本件土地の貸付料が増額改定となる場合は、甲は、乙が預託した保証金の額を見直し、

当該保証金の増額に伴う不足分がある場合、乙に対し、これを請求するものとする。 

６ 乙に貸付料の不払いその他この契約に関して発生する債務の支払遅延が生じたとき、

甲は、催告なしに保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。甲は、この場

合に、弁済充当日、弁済充当額及び弁済に要する費用を乙に書面で通知する。乙は、甲

より充当の通知を受けた場合には、通知を受けた日から３０日以内に甲に対し保証金の

不足額を追加して預託しなければならない。 

７ この契約の終了に伴い、乙が第２７条の規定により本件土地を原状に復して甲に返還

したときは、甲は、乙が預託した保証金を全額乙に返還しなければならない。ただし、

この契約に基づき生じた乙の債務で未払いのもの（以下「未払い債務」という。）があ

るときは、甲は、乙が預託している保証金の額から未払い債務の額を差し引いた残額を
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乙に返還するものとする。 

８ 甲が乙に返還する保証金には利子を付さない。 

９ 第７項ただし書の場合において、未払い債務の額が保証金の額を超えたときは、乙は、

当該超える額を甲に支払わなければならない。この場合、乙は、何ら異議を申し立てる

ことができない。 

 

（連帯保証人） 

第１０条 丙は、本契約から生ずる乙の甲に対する一切の債務を連帯保証し、乙と連帯し

て同債務を履行する。 

２ 丙は、乙の債務を弁済する資力を有し、かつ甲が承認する者でなければならない。 

３ 丙が甲の定める前項の資格要件を欠くに至ったとき、又は死亡若しくは解散したとき

は、乙は、直ちに、前項の資格を有し、かつ甲が承認する者を、新たに連帯保証人とし

て立てなければならない。 

 

（本件土地の引渡し） 

第１１条 甲は、第９条第１項の規定による保証金の預託を確認した後に、本件土地を現

況有姿で乙に引き渡す。 

 

（瑕疵担保） 

第１２条 乙は、この契約の締結後、本件土地に数量の不足その他隠れた瑕疵があること

を発見しても、甲に対して貸付料の返還若しくは減免又は損害賠償の請求やこの契約の

解除をすることができないものとする。 

 

（善管注意義務等） 

第１３条 乙は、本件土地を善良なる管理者としての注意をもって管理しなければならな

い。 

２ 乙は、本件土地の使用に当たり、甲に損害を及ぼす一切の行為をしてはならない。 

３ 本件土地の使用に係る保安上の責任は乙が負うものとし、乙は、近隣に迷惑を及ぼす

行為をしてはならない。 

 

（各種調査） 

第１４条 乙は、事業用地に文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）上の周知の埋蔵

文化財の包蔵地（遺跡名：明和池遺跡）が含まれていることを踏まえ、文化財保護法に

基づく手続きが必要となる場合、埋蔵文化財の調査等を行うものとする。 

２ 乙は、事業用地について土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）等に基づく届出

を行い、必要に応じて調査を行うものとする。当該調査により土壌汚染が判明した場合、

乙は、これに必要な対策を講じなければならない。 

３ 前２項にかかる費用、その他各種調査にかかる費用は、その原因が甲の責めに帰すべ
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き事由による場合を除き、乙の負担とする。 

 

（経費の負担等） 

第１５条 乙は、本件土地の維持保存のため、通常必要とする経費を負担しなければなら

ない。 

２ 乙は本件建物の使用に関連して生ずる電気、ガス、水道、排水設備等の使用料金、維

持管理費、衛生費、その他本件建物の使用に関して生ずる一切の費用を負担しなければ

ならない。 

３ 乙は、本件土地に関し必要費又は有益費を支出した場合であっても、あらかじめ甲が

承認した場合を除いては、その補償を甲に請求することができない。 

 

（建物の賃貸借等） 

第１６条 乙は、本件建物の全部又は一部を第三者へ賃貸する場合は、事前に書面により

甲に報告するものとし、その第三者（以下「建物貸借人」という。）と乙とが締結する

建物貸借契約（以下「建物貸借契約」という。）において、法第３９条の規定により、

第２条の存続期間満了時（第１条第３項ただし書きにより存続期間を延長した場合を含

む。）に当該建物貸借契約が終了する旨の特約を書面に定めなければならない。 

２ 乙は以下の団体等に本件建物の全部又は一部を譲渡、賃貸、転貸等することはできな

いものとする。 

（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条に規定する団体又はその構成員等の統制下にある団体 

（２） 法務省による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に規定す

る反社会的勢力 

（３） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７

号）第５条及び第８条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にあ

る団体 

３ 乙は、建物貸借契約において法第３５条の効果を生じさせないために、契約期間満了

の１年前までに、契約期間満了により建物が取り壊される旨を、建物貸借人に通知しな

ければならない。 

４ 甲は、本件借地権の存続期間満了の１年前までに、建物貸借人に対し、本件借地権の

存続期間満了時に本件土地の明け渡しを受けることとなる旨を通知することができる

ものとし、乙は、何ら異議を申し立てることができないものとする。 

 

（建物及び借地権の譲渡、土地の転貸） 

第１７条 本件建物及び本件借地権を第三者に譲渡する場合又は本件土地を第三者に転

貸する場合は、乙は、事前に書面により甲の承諾を得るものとする。なお、本事業の遂

行のみを目的として設立された特別目的会社「ＳＰＣ」を設立して本事業に参加した場

合で、各構成員がその出資又は支配権の全部又は一部の譲渡を行う場合についても、事
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前に甲の書面による承諾を得なければならない。 

２ 前項の規定により、乙が第三者に対し本件借地権を譲渡又は本件土地を転貸する場合

は、乙は当該第三者に対し、本件建物が本件借地権を設定した土地の上に建設されてい

るものであり、本件借地権はこの契約の終了時に消滅することを書面で約定するものと

する。 

３ 甲が本件借地権の譲渡に承諾を与えたときは、乙は本件借地権とともに甲に対する保

証金返還請求権を当該第三者に譲渡するものとし、甲はこれを承諾するものとする。 

４ 乙は、第３条第４項の用途として使用する者又は第１６条第２項に定める団体等には

本件借地権を譲渡できないものとする。 

 

（権利制限等） 

第１８条 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面

による承諾を受けたときは、この限りではない。 

（１） 本件土地上の建物への抵当権その他の権利の設定 

（２） 本件借地権への担保権の設定 

（３） 本件土地の形質の変更 

（４） 吹田市公共下水道の維持管理の妨げとなる行為 

 

（建物の新築及び増改築等） 

第１９条 乙は本件建物を新築、増築、改築又は解体撤去を行う場合は、事前に甲の書面

による承諾を得るものとする。 

 

（土地の譲渡） 

第２０条 甲は、本件土地を第三者に譲渡しようとする場合は、あらかじめ、その旨を乙

に書面により通知するものとする。 

２ 甲は、本件土地を第三者に譲渡した場合には、乙に対する保証金返還債務を当該第三

者に承継させるものとする。 

 

（通知事項） 

第２１条 乙は、次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは、甲に対し速やかに

その旨を書面にて通知しなければならない。 

（１） 乙の商号、本店所在地、代表者その他重要な商業登記事項等を変更したとき 

（２） 乙の地位について合併等による包括承継その他の変動が生じたとき 

（３） 解散するとき 

（４） 前各号に定めるもののほか、甲への通知を要する必要が生じたとき 

 

（滅失又は損傷の報告等） 

第２２条 乙は、本件土地が滅失し、若しくは損傷したとき又はそのおそれがあるときは、
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直ちに甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、その責めに帰すべき事由により本件土地が滅失し、又は損傷したときは、甲の

指示に従い、速やかにこれを原状に回復し、かつ損害を賠償しなければならない。 

 

（実地調査等） 

第２３条 甲は、本件土地及び本件建物について随時その使用状況を実地に調査し、乙に

対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、そ

の調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

 

（甲による契約の解除） 

第２４条 次の各号の一に掲げる事由が乙に存する場合において、甲が相当の期間を定め

て当該事由に係る義務の履行を乙に対し催告したにもかかわらず、乙がその期間内に当

該義務を履行しないときは、甲は、この契約を解除することができる。 

（１） 第３条の規定に違反したとき。 

（２） 第６条及び第８条の規定に違反したとき。 

（３） 第９条第４項の規定に違反して、保証金返還請求権を譲渡し、又は担保に供した

とき。 

（４） 第１６条の規定に違反したとき。 

（５） 第１７条の規定に違反したとき。 

（６） 第１８条の規定に違反したとき。 

（７） 第１９条の規定に違反したとき。 

（８） その他この契約の規定に対しこの契約を継続し難い重大な違反行為があったとき。 

２ 乙は、この契約の解除に当たり、甲が指定する期日までに、建物貸借人との建物貸借

契約を終了し、建物貸借人に対する営業保証金、閉店、引越等に係る一切の費用等を負

担するなど、必要な措置を講じなければならない。 

３ 乙は、乙の責めに帰すべき事由によりこの契約が解除されたときは、違約罰としての

違約金として第４条第１項に規定する年額貸付料（第５条の規定により貸付料を改定し

た場合にあっては、改定された年額貸付料）の２年分に相当する額を甲に支払わなけれ

ばならない。この場合において、甲に損害が生じたときは、当該違約金とは別に、乙は、

甲に当該損害を賠償するものとする。 

 

（乙による契約解除） 

第２５条 乙は、天災地変その他乙の責めに帰さない事由により、本件建物が滅失又は著

しく損傷した場合は、甲に対してこの契約の解除を申し入れることができる。 

２ 甲は、前項の規定に基づく申し入れに対し、正当な事由があると認めるときは、この

契約の解除を承諾し、書面によりその旨を通知する。この場合において、この契約は、

乙の解除の申し入れに基づく甲の承諾の旨の通知の日から６か月を経過した日に終了

するものとする。 
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３ 第１項の規定によるものを除き、乙は、中途解約権を留保する旨の特約は付さないも

のとする。 

 

（基本協定書の解除による契約の終了） 

第２６条 基本協定書第１４条、第１５条、第１８条第４項又は第１９条第４項の規定に

より、基本協定書が解除された場合には、この契約は基本協定書の解除と同時に終了す

る。 

２ 第２４条又は第２５条によりこの契約が解除された場合には、基本協定書はこの契約

の解除と同時に終了する。 

 

（原状回復） 

第２７条 乙は、この契約が満了、解除若しくはその他の事由により終了する場合又は第

２５条第２項若しくは前条の規定により終了する場合は、甲が指定する期間内に、乙の

負担において、乙が本件建物をすべて撤去し、必要な調査を行い、本件土地を更地に整

地したうえで、甲に返還しなければならない。ただし、甲が支障がないと認めるときは、

この限りではない。 

２ 乙は、土地の明け渡しの５年前から、契約終了に際して必要な事項を決定するため、

甲と乙は協議を行い、１年前までに、前項に規定する施設の取り壊し及び建物貸借人の

退去予定等本件土地の返還に必要な事項を書面により甲に報告しなければならない。 

３ 第１項ただし書の場合を除き、乙は、本件土地の明け渡しまでに、自己の費用により

本件建物の建物滅失登記を完了しなければならない。 

４ 乙は、本件土地の明け渡しに際し、移転料、立退き料等の名目のいかんを問わず、甲

に対して一切の金品の請求をすることができない。 

５ 乙は、第１項に規定する本件土地の返還が遅延した場合は、返還すべき期日の翌日か

ら返還した期日までの遅延期間１日当たり、本件土地の直近の年額貸付料を１日当たり

に換算した貸付料（１日当たりに換算した貸付料の額は年額貸付料の３６０分の１とし

て算定する。計算した額に１円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てるも

のとし、算出過程における端数処理は行わない。）の２倍に相当する額を遅延損害金と

して甲に支払わなければならない。 

 

（損害賠償） 

第２８条 甲又は乙がこの契約の条項に違反するなど自己の責めに帰すべき事由により

相手方に損害を与えたときは、当該違反者は、その損害に相当する金額を損害賠償金と

して相手方に支払わなければならない。 

２ 第２４条の規定によりこの契約を解除した場合は、乙が損害を受け、又は第三者に損

害を及ぼすことがあっても、甲は賠償の責めを負わない。 

 

（登記） 
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第２９条 甲及び乙は、この契約を締結した後、遅滞なく本件土地について定期借地権設

定登記の手続を甲が作成する登記嘱託書等をもって行うこととし、乙は当該手続に必要

な書類を提出しなければならない。 

２ 甲及び乙は、前項の登記に係る登記事項に変更が生じた場合は、遅滞なく本件土地に

ついて当該変更に係る手続を甲が作成する登記嘱託書等をもって行うこととし、乙は、

当該手続に必要な書類を提出しなければならない。 

３ 前２項の規定による登記に要する費用は、乙の負担とする。 

４ 甲及び乙は、この契約が終了した場合には、本件土地について定期借地権設定登記の

抹消登記の手続を行う。この場合において、乙は、当該手続に協力しなければならない。 

５ 前項の規定による登記に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（契約の費用） 

第３０条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（近隣への対応） 

第３１条 本件建物の設計、建設、運営、維持管理等において、第１種住居地域と同程度

の騒音及び振動に係る規制基準を遵守し、良好な景観形成や周辺環境との調和を図り、

関係機関及び周辺住民への周知、説明等については、乙は誠意をもって対応し、紛争等

が生じた場合も乙の責任と負担において対応するものとする。なお、甲は、乙による関

係機関及び周辺住民への周知、説明等について、乙からの要請があれば協力する。 

 

（施設建設に起因する周辺影響への対策） 

第３２条 本件建物を建設したことに起因する周辺への影響（騒音、振動、電波障害、風

害、悪臭、日影等）について、実際に本件建物に起因して影響が生じた場合、乙が責任

を持って対応するものとする。 

 

（債務不履行に対する措置） 

第３３条 乙及び丙は、この契約に定める一切の金銭債務を履行しないときは、直ちに、

強制執行を受けても異議がないことを承諾するものとする。 

 

（公正証書による契約の締結） 

第３４条 公正証書作成に係る一切の費用は、乙の負担とする。 

 

（裁判管轄） 

第３５条 この契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、甲の所在地を管轄区域とする地

方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

 

（その他） 
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第３６条 この契約に定めるものを除くほか、乙は、法令等及び基本協定書に定める条件

を承諾し、遵守するものとする。 

２ この契約に関し疑義を生じた事項又はこの契約に定めのない事項については、甲と乙

が協議のうえ、これを定めるものとする。 

 

 

この契約の締結を証するため、本書を３通作成し、甲乙並びに丙記名押印のうえ、各自

その１通を保有する。 

 

 

平成●●年●●月●●日 

甲 吹田市 

住 所 吹田市泉町１丁目３番４０号 

代表者 吹田市長 後藤 圭二 

 

乙 ［代表法人］ 

法人名 

住 所 

代表者 

 

丙 ［連帯保証人］ 

法人名 

住 所 

代表者 

 


